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平成 23年度第１回違法伐採対策・合法木材普及推進委員会 
議事要旨 

 

日時：2011（平成 23）年 7月 29 日（金）15:30～17:10 

場所：永田町ビル４階大会議室（東京都千代田区永田町 2-4-3） 

議事要旨： 

 議事に入る前に、林野庁から資料に基づき本年度の事業の概要説明があった。 
① 平成 23 年度事業の概要と違法伐採対策・合法木材普及推進委員会の運営に
ついて 
事務局より、資料に基づき委員会の運営要領、および今年度事業で設置する

合法木材表示実証部会についての説明があった。 
［質疑・意見］ 
特になし。 
 
② 平成 22 年度違法伐採木材排除のための合法木材利用推進事業の実施結果に
ついて 
事務局より、資料とスライドに基づき実施結果についての説明があった。そ

の後、林経研より資料に基づき事業実施概要の説明があった。林経研の説明の

中で「事業者モニタリングをする中で、温度差が感じられたのは、『すべて合

法木材』として取り組んでいるところと、『できるだけ合法木材』として取り

組んでいるところ、すなわち心構えの違いからくるのではないか。『できるだ

け』ではなく『すべて』合法木材にするよう取り組んで欲しい。」とのコメン

トがあった。 
［主な質疑・意見］ 
○輸入会社の中には、「すべて合法木材」との方針を出している会社もあるが、

今は書類がなかなか取れない。森林認証を取得していても、認証材として出荷

していない部分もあるという背景もある。 
 
その後、FoE Japanから資料に基づき実施結果の概要の説明があった。 
 
③ 平成 23年度違法伐採対策・合法木材普及推進対策の進め方について 
 事務局より、資料に基づき本年度事業について概要説明があった。 
  その後、林経研より合法木材システムモニタリングについて説明があった。 
  さらに、FoE Japanより消費地における合法木材普及の実施についての説
明があった。 
［主な質疑・意見］ 
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○この事業も 5 年目となり、事業の効果、成果が求められる。今年度ラベリン
グ事業を実施することで、今までの成果が現れてくる。事業全体の評価にも関

わる。 
○量的にはまだ少ないが、日本から海外に輸出している木材の合法証明の問題

もある。欧州では違法伐採材の輸入禁止措置を講じる国もあって、このままで

は日本は置いていかれる。 
○この実証事業は今年限りといっているが、信頼性の確保とセットで実施する

ことが必要。今までの合法木材証明はボランタリーなものだったが、ラベリン

グして表示するとなると、いい加減に表示すると不当表示ということで別の法

律で管理されることにもなる。今まで以上に大きな責任が生じる。このことを

自覚して実証事業を実施してもらいたい。 
○きちんと信頼性を確保した上でマークをつけて出すということ。責任に関し

ては、ボランタリーなものなので実施事業者が説明責任をきちんと果たすこと

が基本となる。 
○ラベリングで表示するマークの下の「実証」という言葉は、「認証されたも

の」と感じた。一般の消費者が初めてこれを見ると、公的にお墨付きを与えら

れたもの、という印象を受けるのではないか。 
○JAS とは関係ない、品質とは無関係であることが分かるような表示にしない
といけない。このマークが付いていると、伐採時点の合法性だけでなく、JAS
などの品質基準もクリアしたものと誤解される懸念がある。 

 
④ 合法木材推進マークの使用規程の改定について 
 柿澤委員から、合法木材表示実証部会での検討事項の報告があった。 
［主な質疑・意見］ 
○実証事業で使用するマークの「実証」という言葉については、再考が必要。

マークを商標登録してあれば、それとの関係はよいのか？ 
○この委員会は、部会における審議結果を検討・承認するが、それ以外に「林

野庁のガイドラインはこれでいいのか」とか「信頼性はあるのか」といったこ

とを検討する場はどこになるのか。昨年度までのフリーな意見を出せる場がな

いとすると、林野庁でそのような場を作って欲しい。 
→（林野庁）この委員会では今までどおり自由に意見を幅広く言っていただき

たい。 
○森林認証や合法性などいろんなマークが出てきて分からなくなる。ひとつの

製品に複数のマークがつくと消費者も戸惑う。供給側にとっても、どのマーク

を表示したらよいか、混乱する。 
○ラベリング実証事業者はマークの意義を理解して、合法木材供給に対する意
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義付けが図れるのでは。 
○虚偽の表示をした場合、景品表示法等で罰せられる。責任は表示をした事業

者本人にかかってくる。 
○家具メーカーなど、最終消費者に直結する企業は、合法木材マークの信頼性

が確かなものでないと怖くてマークをつけられない。そういう企業がマークを

貼ってもらえるまでに信頼性を高める必要がある。逆に言えば、そういう企業

が表示しないということは信頼性が認められていないということ。 
 
⑤ その他 
特になし。 
 

―了― 


